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１ はじめに 

名古屋市（以下「市」という。）では、平成９年に市内の工場におい

て、高濃度の地下水汚染が発覚したことから、平成１１年５月に名古

屋市土壌汚染対策指導要綱を策定し、対応を図ってきた。その後、平

成１５年１０月に市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条

例（平成１５年名古屋市条例第１５号。以下「条例」という。）を施行

し、同年２月に施行された土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号。

以下「法」という。）とともに、土壌・地下水汚染対策を行ってきた。 

平成２１年の法改正で汚染の程度や健康被害のおそれの有無に応じ

て合理的な対策を適切に実施させる区域指定制度が設けられた。平成

２４年の条例改正においても、汚染状況に応じた合理的な対策を推進

するため、同様の考え方に基づく区域指定制度を設けたほか、自主調

査による汚染判明時の報告を義務付けるなど規制の見直しを行った。

さらに、土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するため、平成２

９年に法改正が行われ、平成３１年４月に全面施行された。その結果、

市の土壌・地下水の規制において法と条例が求めている対応に差が生

じている。また、条例独自の制度においても、手続きの効率化が求め

られているなど、新たな課題が顕在化している。 

こうしたことから、「土壌及び地下水の汚染に関する規制のあり方に

ついて」として、平成３１年１月に名古屋市長から名古屋市環境審議

会に諮問され、この調査審議について土壌及び地下水汚染規制部会

（以下「部会」という。）に付議されたところである。 

これを受け、部会において審議を行うとともに、市民意見の募集も

行った。ここに、これまでの審議結果をとりまとめ、報告する。 
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２ 法・条例規制の概要 

（１）法規制の概要 

法は、国民の健康の保護を目的としており、土壌汚染に関する調査、

区域の指定及び汚染土壌の搬出等に関する規制を定めている。 

調査契機として、特定有害物質を使用する特定施設を廃止したとき

に調査が義務となるほか、一定の規模以上の土地の形質の変更を行う

ときに土地の形質の変更を行う範囲に土壌汚染のおそれがある場合や、

土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある場合に、調査命令を発

出することとされている。調査の結果、土壌汚染が判明した場合には、

健康被害が生じるおそれの有無により、措置が必要な区域である要措

置区域か、措置が不要な区域である形質変更時要届出区域に指定され

る。 

要措置区域に指定された後、汚染の除去等の措置が行われ、健康被

害が生ずるおそれがなくなったときは、措置不要の形質変更時要届出

区域となり、汚染が除去されたときは、区域の指定が解除される。形

質変更時要届出区域において土地の形質の変更を行う場合、事前の届

出が必要である。 

また、自主調査において土壌汚染が判明したときには、区域の指定

を申請できることになっている。 

区域が指定されたときには、それぞれの区域の情報が記載された台

帳を調製し、管理することになり、要望があれば閲覧できるようにす

ることとされている。 

指定されている区域の外へ汚染土壌を搬出するときは、事前の届出

や汚染が拡散しないような対策を講じるとともに、許可を受けた汚染
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土壌処理業者に汚染土壌の処理を委託しなければならないとされてい

る。 

（２）条例規制の概要 

条例は、土壌・地下水汚染規制に関して、法と同様に土壌汚染に関

する調査、区域の指定及び汚染土壌の搬出等に関する規制を定めてい

るが、市民の健康の保護のみでなく、生活環境の保全も目的としてい

る。そのため、法で求められている健康被害を防止するために必要な

措置に加えて、生活環境の保全のための措置として、具体的には地下

水汚染の拡散防止のための措置を求めている。 

特定有害物質等を使用している工場等を特定施設の設置の有無に関

わらず対象とし、調査契機となる土地の形質の変更の面積も法よりも

小規模の５００㎡以上３，０００㎡未満を対象とするなど、調査契機

を拡大している。 

自主調査において土壌汚染が判明したときには、市への報告を義務

付けている。 

また、汚染が判明したときには、法と同様に区域が指定されること

になるが、健康被害が生じるおそれがあれば措置管理区域、生活環境

被害が生じるおそれがあれば拡散防止管理区域、それらの区域に該当

しないときには形質変更時届出管理区域に指定される。措置管理区域

及び拡散防止管理区域においては、それぞれに必要な措置を求めてい

る。拡散防止管理区域及び形質変更時届出管理区域において土地の形

質の変更を行う場合、法と同様に事前の届出が必要である。 

指定された区域については、法と同様に台帳を調製し、管理してい

るが、解除された区域の台帳については、自主的に調製しているもの
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の、法と異なり条例で規定していない。 

汚染土壌の搬出等については、法と同様に事前の届出や汚染土壌処

理業者への処理の委託の義務等を定めている。 

（３）平成２９年法改正の概要 

平成２９年法改正では、適切なリスク管理を推進するため、調査の

方法、土壌汚染対策の方法、汚染土壌の取扱い及び汚染情報の管理方

法などが見直された。 

土地の汚染状況の把握を十分に行うため、有害物質使用特定施設を

廃止したが調査が猶予されている土地や有害物質使用特定施設を設置

している操業中の工場等がある土地における土地の形質の変更を行う

際に、調査の実施対象となる土地の面積が３，０００㎡以上から９０

０㎡以上になり、調査契機が拡大された。 

調査については、汚染土壌の搬出による汚染の拡散、形質変更時の

汚染の飛散、帯水層に接することによる地下水汚染の発生のリスクを

考慮し、調査する深さを掘削予定深度プラス１ｍの深さまでにするこ

とができるようになるなどの見直しが行われた。 

また、要措置区域において、汚染除去等の措置が適切に計画及び実

施されるよう、実施する措置の計画書の作成及び提出、措置の完了時

には完了の報告を義務付ける制度が創設された。 

工業専用地域では、工場が立地していることから土壌汚染の可能性

はあるものの、臨海部にあっては一般の居住者による地下水の飲用及

び土壌の直接摂取による健康リスクが低いと考えられるため、一定の

要件を満たせば、区域内の土地の形質の変更を行う際に、各々の事前

届出に代えて年一回程度まとめて事後届出とすることができる特例区
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域が新たに設けられた。 

指定区域外への汚染土壌の搬出についても、平成２９年法改正前は、

搬出した土壌は汚染土壌処理施設で処理する必要があったが、地質的

に同一の自然由来又は水面埋立て土砂由来の汚染がある指定区域の間

や一つの土壌汚染状況調査における指定区域の間であれば、離れた場

所であっても移動させ、汚染土壌を有効に利用できるようになった。 

 

現在の法及び条例の制度についてまとめたものを表１及び図１に示

す。 

 

 

 法 条例 

目的 国民の健康の保護 市民が健康で安全な生活を営むことができる良

好な環境の保全 

調査契機 ① 有害物質使用特定施設の廃止 

〈法第 3条〉 

② ①に該当するが、一時的に調査の免

除を受けた土地で 900m2 以上の土地

の形質の変更 

〈法第 3条第 7項〉 

③ 3,000m2 以上の土地の形質の変更

〈法第 4条〉 

※有害物質使用特定施設が設置されて 

 いる土地の場合は 900m2以上 

④ 土壌汚染により健康被害が生じるお

それがあると都道府県知事（市長）

が認めるとき〈法第 5条〉 

① 特定有害物質等取扱工場等の敷地である土

地が汚染されているおそれがあると市長が

認めるとき〈条例第 54条〉 

② 特定有害物質等取扱工場等の敷地において

500m2 以上 3,000m2 未満の土地の形質の変更

〈条例第 55 条〉 

※法の調査契機に該当する場合を除く。 

③ 3,000m2以上の土地の形質の変更 

〈条例第 57 条〉（履歴調査のみ） 

※有害物質使用特定施設が設置されている土地の 

 場合は 900m2以上 

自主調査 自主調査の結果を基に区域の指定の申

請ができる〈法第 14 条〉 

自主調査の結果、汚染が判明した場合は報告し

なければならない〈条例第 57条の 2〉 

結果を基に区域の指定を行う 

表１ 法・条例の制度 
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区域の指定 健康被害の

おそれあり 
要措置区域 

健康被害の 

おそれあり 
措置管理区域 

健康被害の

おそれなし 

形質変更時要届出区域 

一般管理区域 ※ 

埋立地管理区域 

自然由来特例区域 

埋立地特例区域 

臨海部特例区域 

※条例による拡散防止措

置の上乗せ規定あり 

健康被害

のおそれ

なし 

生活環境

被害のお

それあり 

拡散防止管理区域 

生活環境

被害のお

それなし 

形質変更時届出管理区域 

一般管理区域 

埋立地管理区域 

自然由来特例区域 

埋立地特例区域 

要措置区域におけ

る汚染除去等計画

書 

汚染除去等計画書の作成・提出（義

務） 

汚染拡散防止計画書の作成・提出（自主的に運

用） 

（措置管理区域及び拡散防止管理区域に適用） 

措置完了時におけ

る完了報告書 

完了報告書の作成・提出（義務） 完了報告書の作成・提出（自主的に運用） 

（措置管理区域及び拡散防止管理区域に適用） 

区域内における土

地の形質の変更 

事前届出が必要 

（要措置区域は原則禁止） 

事前届出が必要 

（措置管理区域は原則禁止） 

 臨海部 

特例区域 

工事毎の事前届出に代えて1年毎の事後

届出 

規定なし 

台帳 区域指定台帳・解除台帳の調製を規定 区域指定台帳の調製を規定 

解除台帳は自主的に調製 

汚染土壌の搬出 ・搬出の規制 

区域外への搬出の事前届出の義務 

汚染土壌処理業者への処理委託の義務  

運搬基準の遵守 

管理票の交付及び保存 

・汚染土壌処理業の許可制度 

・搬出の規制（法と同様） 

 

 

 

 

・汚染土壌処理業許可の際に生活環境影響調査

を実施（義務） 

 汚染土壌処

理業者への

委託の例外 

・地質的に同一である範囲内での自然

由来特例区域間及び埋立地特例区域

間の移動が可能（区域間移動） 

・同一契機で行われた調査において飛

び地になって指定された区域間の移

動が可能（飛び地間移動） 

規定なし 
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図１ 法・条例の制度 
 
法規制の概要 

条例規制の概要 
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３ 現状と課題 

（１）現状 

ア 土壌・地下水汚染の報告状況 

平成２５年４月の改正条例の施行以降、令和２年３月末までに、法

及び条例に基づき市に報告された土壌・地下水汚染の件数は、表２の

とおりである。法に基づく報告が１４４件、条例に基づく報告が１９

８件、合わせて３４２件であった。 

報告根拠別の内訳では、法に基づく報告１４４件のうち、調査の義

務・命令によるものが２７件（１９％）、自主調査による申請が１１

７件（８１％）であった。また、条例に基づく報告１９８件のうち、

調査の義務によるものが３４件（１７％）、自主調査による報告が１

６４件（８３％）であった。自主調査の結果に基づき汚染が報告され

たものは、法も条例も、ともに８割を超えており、調査の義務や命令

による汚染の報告よりも多い。 

 

年度 

調査契機 

平成

25 26 27 28 29 30 

令和

元年 
合計 

法 

調査義務・命令※１ 3 5 5 3 2 5 4 27 

自主申請※２ 21 20 14 16 14 15 17 117 

小計 24 25 19 19 16 20 21 144 

条

例 

調査義務※３ 11 6 4 3 3 3 4 34 

自主報告(義務) ※４ 27 14 30 23 26 26 18 164 

小計 38 20 34 26 29 29 22 198 

合計 62 45 53 45 45 49 43 342 

 

 

表２ 年度別の報告状況（届出件数） 
 

※１ 法第３条、法第４条    ※２ 法第１４条 

※３ 条例第５５条       ※４ 条例第５７条の２ 

8



 

イ 区域の指定及び解除の状況 

土壌汚染が報告され区域の指定を行った件数は表３のとおりである。

法に基づく区域の指定の件数は、平成１５年２月の法施行以降におい

て１５８件、条例に基づく区域の指定の件数は、平成２５年４月の条

例に基づく区域指定制度開始以降において１８０件である。条例に基

づく区域の指定件数は、制度の開始時期に約１０年の開きがあるにも

関わらず、法に基づく区域の指定件数よりも多い。 

措置が必要な区域として法に基づく要措置区域は１９件（法に基づ

く指定区域のうち、１２％）、条例に基づく措置管理区域は２８件

（条例に基づく管理区域のうち、１６％）、拡散防止管理区域は１６

件（条例に基づく管理区域のうち、８.９％）指定されている。 

法に基づき指定を受けた区域のうち、解除された件数は、７０件

（４４％）、条例に基づき指定を受けた区域のうち、解除された件数

は、１００件（５６％）で、条例に基づく区域指定の解除の割合は、

法に基づく区域指定の解除の割合よりも高い。 

 

 

区 域 種 別 累 計 解除済 指定中 

法 

要措置区域 １９ １５ ４ 

形質変更時要届出区域 １３９ ５５ ８４ 

合計 １５８ ７０ ８８ 

条

例 

措置管理区域 ２８ ２０ ８ 

拡散防止管理区域 １６ ６ １０ 

形質変更時届出管理区域 １３６ ７４ ６２ 

合計 １８０ １００ ８０ 

※令和２年３月末現在 

表３ 法及び条例に基づく区域の指定状況 
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ウ 土壌・地下水汚染に係る情報の提供 

市では、土壌汚染等の報告に係る公表等に関する指針に基づき、新

たに土壌又は地下水汚染が判明したすべての事例を市政記者クラブ及

び市公式ウェブサイトにおいて公表している。これまでに公表した土

壌汚染等の件数は、図２のとおりである。 

  また、法及び条例に基づく区域指定台帳に係る情報についても市公

式ウェブサイトに掲載している。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 土壌・地下水汚染の公表件数 

※自主報告は、法、条例及び要綱に基づかず、自主的に土壌汚染の報告がなされたもの。 

※平成 25 年度以降の自主報告は、平成 25 年度より前に行われた調査の報告である。 
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（２）課題 

ア 法改正の趣旨を踏まえた条例規制のあり方 

（ア）土壌汚染に関する調査 

法で定める土壌汚染状況調査については、旧法では基本となる調査

に対して専ら自然由来又は水面埋立て土砂由来の汚染のおそれがある

ときの調査の特例を定めていたが、平成２９年法改正により、自然由

来、水面埋立て土砂由来又は人為等由来の汚染のおそれがある土地に

おいて、特定有害物質ごとに、それぞれの由来に応じた方法で土壌試

料の採取を行う区画の選定等を行うこととなった。また、人為等由来

汚染の調査で、水質汚濁防止法に基づく地下浸透防止措置が適切に行

われている土地について汚染のおそれの分類の考え方が変更され、試

料採取及び分析が不要とすることができることになった。これに対し、

条例で定める土壌汚染等調査では、過去に行われた自然由来又は水面

埋立て土砂由来の汚染のおそれがある土地の調査は、自然由来では２

件、水面埋立て土砂由来では０件と非常に少ないため、旧法で定める

調査の特例扱いのままとなっている。地下浸透防止措置が適切に行わ

れている土地の取扱いについても、旧法で定める考え方のままとなっ

ている。 

また、平成２９年法改正では、土地の形質の変更が調査契機となっ

た場合に、掘削する深度よりも深い部分に汚染のおそれがあると認め

られるときは、土地の形質の変更によって汚染が拡散するおそれがな

いことから、土壌試料の採取をしないことができることとなった。こ

れに対し、条例では、有害物質を取り扱っている又は取り扱っていた

工場等で法より小規模な土地の形質の変更を行うときを調査契機とし
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ているが、その調査は調査対象深度を限定することを認めていない。

条例は、法と比べて小規模な土地の形質の変更であるにも関わらず、

法で定める調査方法よりも厳しいものになっている。 

（イ）区域指定 

平成２９年法改正により、要措置区域において実施する汚染の除去

等の措置について、措置実施者は汚染除去等計画書を作成し提出する

こと、措置を講じたときは報告をすることとなった。これに対し、市

では、法で定める要措置区域、条例で定める措置管理区域又は拡散防

止管理区域において、措置実施者が行う措置の計画時には汚染拡散防

止計画書を作成し提出すること、措置の完了時に報告することを指導

しており、これまで措置を行う案件において計画書及び完了報告書が

提出されている。これらの報告については、手続きが明確化されてい

ないものの、市の指導に基づき事業者が自主的に作成し、提出してい

るものである。 

また、平成２９年法改正で、要措置区域において土壌溶出量基準に

不適合の場合に行うべき措置の内容が一部緩和された。具体的には、

実施する措置として地下水の水質の測定を行う場合、評価地点におい

て地下水等経由の摂取経路が遮断されればよいと考えられることから、

必ずしも対象地内での地下水基準適合を求めないこととなった。すな

わち、地下水の飲用による暴露経路が遮断できる目標土壌溶出量及び

目標地下水濃度を満たす管理を行うことで措置を行っていると認めら

れることとなった。条例では、措置管理区域において、健康被害の防

止のための汚染の除去等の措置が、拡散防止管理区域において、生活

環境被害の防止のための汚染の拡散の防止等の措置が求められている。
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それぞれの措置として実施する地下水の水質の測定は、地下水基準の

適合を求めており、法と差異が生じている。 

そのほか、平成２９年法改正では、健康被害のおそれがなく汚染原

因が専ら自然由来又は水面埋立て土砂由来によるものなど、一定の要

件の土地の形質の変更については、市の確認を受けることで、工事毎

の事前の届出に代えて、事後届出をすることができる臨海部特例区域

が新設された。市域にも図３に示したとおり、臨海部の工業専用地域

等が存在している。そのため、条例においても臨海部特例区域相当の

新たな区域を設ける必要があるか検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （ウ）指定台帳及び解除台帳 

これまで、土壌汚染が判明した場合は、汚染の情報についての指定

台帳が調製され、求めに応じて閲覧できるようになっていたが、平成

２９年法改正により、指定が解除されたときも解除台帳を調製し、記

図３ 市内の工業専用地域等 
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録を保管することが規定された。また、指定台帳や解除台帳には、汚

染が除去された場合等に加えて、調査が限定された場合、汚染土壌の

移動があった場合について、より多くの情報を記載することとなった。

市では、平成２９年法改正以前から解除台帳を自主的に調製、保管し、

求めに応じて閲覧できるようにしている。条例では、指定台帳の調製

及び保管を規定しており、解除台帳については自主的に調製、保管し

ている。 

（エ）汚染土壌の搬出 

汚染土壌の処分について、これまで指定区域から搬出する土壌は、

汚染土壌処理施設での処理が義務付けられていたが、平成２９年法改

正では、一定の要件を満たせば例外として他の指定区域への搬出を認

め、適正な管理の下、汚染土壌の有効活用ができるようになった。条

例においては、汚染土壌の搬出は、汚染土壌処理業者に処理を委託し

なければならないため、法で可能となった汚染土壌の有効活用ができ

ない。 

イ 自主調査への対応 

（ア）定 め ら れ た 方 法 以 外 で 行 わ れ た 自 主 調 査 （ 指 針 外 調 査 ） の 取 扱 い 

一般社団法人土壌環境センターがまとめた「土壌汚染状況調査・対

策」に関する実態調査結果（平成３０年度）によれば、法・条例・要

綱に基づく調査と自主的に行った調査（法又は自治体の条例・要綱に

おいて調査義務や調査命令が課されていないにも関わらず、自主的に

行われる土壌汚染の調査）の受注割合は、前者が１８％、後者が８

２％と、自主的に行った調査の占める割合が非常に大きい。 

平成２４年条例改正では、自主調査により汚染が判明した場合に、
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市への報告が義務となった。これにより、市への汚染の報告全体のう

ち、自主調査の結果に基づく法の申請と条例の報告を合わせた件数は、

過去５年間ともに８割を占めている。 

条例に基づき報告される自主調査については、土壌汚染等調査の具

体的な方法などを示した土壌汚染等対策指針（以下「指針」という。）

において、指針で定める方法により実施することが望ましいとされて

いる。このため、市になされた報告の中には、指針に定める調査方法

以外での調査（以下「指針外調査」という。）が含まれ、これに基づ

き指定された区域は、自主調査の報告により指定された区域全体の１

７％を占めている。こうした報告については、調査対象範囲が明確に

なっておらず、汚染の状況を的確に把握できていない場合があり、汚

染区域として過大な範囲を指定している懸念がある。 

（イ）汚染土壌を直ちに掘削除去する事案への対応 

自主調査では、主に土地の売買、資産評価又は土壌処分のために調

査が行われることが多く、とりわけ条例に基づき報告される自主調査

については、法に基づき申請される自主調査の場合と比較して、調査

対象地面積や基準不適合区域面積が小さい。そのため、汚染土壌が見

つかった時点で直ちに掘削除去することが前提で調査されている場合

や、土壌の処分費用を検討するために調査を行っている場合などは、

市へ調査結果が報告された後、直ちに掘削除去されることが多い。 

条例に基づく自主調査の報告を受けて指定された区域のうち、指定

が解除された区域の６１％は、指定後６０日以内に解除されている。

また、解除された区域の３２％は区域の指定前に汚染土壌の掘削除去

工事を行い、除去が完了していると報告されている。この場合、区域
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に指定されてからすぐに区域の指定の解除の手続きが行われているが、

区域に指定されている間は規制を受けることとなり、現場の開発行為

に少なからず影響を及ぼしていると考えられる。 

（ウ）土地の所有者等の同意 

法に基づき指定の申請を行う場合は、旧法のときから土地の所有者

等の同意が必要であるのに対し、条例に基づく自主調査の報告は、調

査を行った者に報告の義務を課しているため、土地の所有者等の同意

に関する定めは設けられていない。市は、条例に基づく自主調査の報

告を受けた後、汚染のあった区域に指定する手続きを進めることとな

る。この場合、土壌汚染の状態、健康被害のおそれの有無、生活環境

被害のおそれの有無などの状況によっては、区域の指定後、土地の所

有者等に対し汚染の除去等の措置などといった不利益処分を課すこと

となり、社会的又は経済的にも負担を要することとなる。これにより、

調査を行った者と土地の所有者等との連携が不十分な場合はトラブル

を招く懸念がある。 

ウ その他 

（ア）土壌・地下水汚染に係る情報の開示 

土壌汚染対策では、土壌汚染やそれによる健康リスク、対策の必要

性や方法などについて、事業者や市民が十分に理解をすることが重要

である。 

市では、法及び条例で定める台帳を調製、保管し、求めに応じて閲

覧できるようにしているほか、法及び条例に基づく指定区域及び解除

区域の一覧表、台帳の電子データについても自主的に市公式ウェブサ

イトへ掲載することとしている。 
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また、市は、新たな汚染が判明した場合には、すべて公表し、汚染

状況をまとめた一覧などの情報を市公式ウェブサイトに掲載するなど

により公開している。市が現在公開している情報をまとめたものを表

４に示す。しかし、こうした情報には重複している部分があったり、

平成２９年法改正により台帳に記載、添付される情報が増加すること

となったため、情報を求める市民や事業者にとって、必要な情報が得

やすい状況にあるとは言い難い。 

表４ 市が公開している情報 

事 項 根 拠 

指定区域・管理区域の台帳の閲覧（執務室

内に保管） 

法第 15 条 

条例第 59 条 

指定区域・管理区域の解除台帳の閲覧（執

務室内に保管） 

法改正前：自主的 

法改正後：法第 15 条 

条例：自主的 

指定区域・管理区域の台帳及び指定区域・

管理区域の解除台帳の市ウェブサイトへの

掲載 

自主的 

指定区域・管理区域一覧の市ウェブサイト

への掲載 
自主的 

市内で新たに判明した土壌及び地下水の汚

染の公表 

土壌汚染等の報告に係る公

表等に関する指針 

平成 11 年 5 月 1 日（旧名古屋市土壌汚染

対策指導要綱施行日）以降に判明した土

壌・地下水汚染の一覧 

自主的 

 

（イ）措置を行う際の地下水基準 

条例で求めている生活環境被害の防止のための汚染の拡散の防止の

措置としては、地下水汚染がない又は地下水汚染の濃度が低い場合は

地下水の水質の測定を措置として行い、継続的に汚染の監視を行えば
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よいとしている。さらに、地下水の汚染の濃度が一定濃度以上になっ

た場合には、汚染が拡散しないよう対策を求めており、その基準とし

て第二地下水基準を設定している。この第二地下水基準は法では定め

がなく、平成２４年条例改正において市が独自で設定したものである。

国においては、特定有害物質の種類によっては、健康リスクを検証し、

水道法の水道水質基準や水質汚濁防止法の排水基準が見直されており、

土壌汚染対策法の地下水基準についても見直しの動きがある。しかし、

市で設定している第二地下水基準について、見直しの方針は定まって

いない。 
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４ 見直しの方向性 

（１）法改正の趣旨を踏まえた条例規制のあり方 

ア 土壌汚染に関する調査 

条例においても、法と同様に土壌汚染に関する調査において的確に

汚染のおそれの由来に応じた調査を行うことができるよう、自然由来、

水面埋立て土砂由来又は人為等由来の調査について、それぞれの調査

方法の位置付けを明確にすべきである。また、人為等由来の汚染のお

それにおいて、土壌汚染が発生しないよう適切に地下浸透防止措置が

取られていた土地については、法と同様に実態に即した汚染のおそれ

の区分を認めるようにすべきである。また、市は、調査に関する定め

を変更するだけではなく、それぞれの汚染のおそれの由来に係る情報

の収集、整理、蓄積及び提供によりいっそう努める必要がある。 

法と条例はそれぞれ異なる調査契機により、調査が行われているが、

条例の調査が行われた後、法の調査契機が生じた場合等に、過去の調

査結果として条例の調査結果を活用することで、調査に係る費用が抑

えられることから、法と条例の調査方法は同じであることが望ましい。 

また、土地の形質の変更を調査契機とする場合、法では調査対象深

度を限定できることとなった。これにより、特定施設は廃止したが事

業場として継続中などの理由で調査が一時免除中の場合の土地又は特

定施設が使用されている操業中の事業場の土地において、土地の形質

の変更を契機とした調査を行う場合は深度限定が認められることとな

った。しかし、最終的に特定施設が廃止され、事業場として廃業、建

築物の解体などを契機に調査を行う場合は深度限定が認められていな

い。つまり、法においては、土壌汚染のおそれがある特定施設を使用
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している又は使用していた事業場については、次の調査契機が見込ま

れる場合に調査深度の限定が認められていると考えられる。 

条例における土地の形質の変更を調査契機としている場合は、特定

有害物質を現に取り扱っている工場・事業場又は過去に取り扱ってい

た工場・事業場（以下「特定有害物質等取扱工場等」という。）の敷

地を対象としている。したがって、法と同様に一律に深度限定を認め

た場合、例えば過去に特定有害物質を取り扱っていた工場・事業場の

廃業、解体時が調査契機となったときに掘削深度よりも深い部分で汚

染のおそれが判っている中で調査をしないということも選択できるよ

うになる。その場合、汚染のおそれに関する情報が正しく受け継がれ

ないと、今後調査が実施されず、汚染を見逃してしまうことが懸念さ

れる。そのため、条例では、特定有害物質等取扱工場等で土地の形質

の変更を行うときの調査については、調査深度の限定は現に特定有害

物質を取り扱っている工場・事業場に限り可能にするなど、それぞれ

の調査契機を捉えて土壌汚染に関する調査が適切に実施されるよう、

配慮が必要である。 

イ 区域指定 

法の要措置区域においては措置を適切に実施させるための汚染除去

等計画書及び実施措置完了報告書の提出義務が定められている。一方、

条例の措置が必要な区域においては、これまで市の指導で、措置実施

者から自主的に計画書及び完了報告書が提出されていることから、条

例では、当面は、提出の義務規定を設ける必要はないと考える。ただ

し、現行は計画書及び完了報告書の提出の位置付けが明確でないため、

今後は、例えば指針においてその根拠を明文化した上で、指導を継続
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すべきである。 

また、法の要措置区域では、土壌溶出量基準が不適合の場合に行う

べき措置の内容が一部緩和され、評価地点において地下水基準に適合

するように、要措置区域における目標土壌溶出量及び目標地下水濃度

を設定して地下水の水質の測定を行うことができるようになった。条

例の措置管理区域で地下水汚染が生じている場合には、法と同様に汚

染の除去等の措置として、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度を設定

して地下水の水質の測定を行うことができるようにすべきである。 

しかし、健康被害を防止する措置管理区域に対し、生活環境被害を

防止する拡散防止管理区域では、汚染の拡散を防止するという考え方

である。具体的には、区域外に高濃度汚染が拡散しないことを目的と

していることから、区域内の地下水の水質の汚染状況を把握し、確認

し続ける必要がある。そのため、条例の拡散防止管理区域において地

下水の水質の測定を行う場合、基準以外の目標土壌溶出量及び目標地

下水濃度を設定することは、拡散の防止の観点から適当ではないと考

えられる。 

法の臨海部特例区域相当の新たな区域を条例に設けることについて、

市域にある臨海部の工業専用地域の中には、条例で定める形質変更時

届出管理区域が令和元年度末の時点で８件ある。これらの区域での形

質変更時の届出実績を踏まえると、この特例を活用したいときには、

法に基づく指定の申請の制度を活用することで対応可能と考えられる。

したがって、当面は、条例での特例区域の設定は必要ないと考えられ

る。 

ウ 指定台帳及び解除台帳 
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市が自主的に行っている、条例で指定をした区域における解除台帳

の調製及び保管については、条例に規定し、その位置付けを明確にし

ておくべきである。また、条例による指定台帳及び解除台帳に記載す

る内容については、法が求める内容に準じて、記載事項を整理するこ

とが適当である。 

エ 汚染土壌の搬出 

汚染土壌の区域外への搬出について、汚染土壌の適正処理の観点か

らは、原則的には汚染土壌処理施設で処理されるべきと考える。しか

し、法で、自然由来等汚染土壌で汚染状態が同一の土地間など、一定

の要件を満たせば汚染土壌処理施設以外の他の区域への搬出を認める

こととなったように、こうした制度は、汚染土壌の掘削除去による処

理施設への搬出が抑制されるという利点もあると考えられる。そのた

め、条例においても、法と同様に一定の要件を満たした場合の他の区

域の間での有効活用を認めるべきである。この場合、周辺の住民の十

分な理解を得ることで汚染土壌の有効活用が促進できるよう、リスク

コミュニケーションを進めるべきである。また、汚染土壌の移動の履

歴に関しては台帳に記載するなど適切に管理される必要がある。 

（２）自主調査への対応 

ア 指針外調査の取扱い 

これまで条例に基づく自主調査の報告により指定された区域の中に

は１７％の指針外調査によるものが含まれており、そのうち、仮置き

土の土壌調査を行い汚染が判明して掘削元の土地が区域指定された事

例が、条例に基づく自主調査の報告により指定された区域全体の５％

あった。仮置き土の調査を含めた指針外調査によって汚染が判明した
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場合の区域指定の手続きは、調査結果が限定的なため、安全側に立っ

て広範囲に指定をすることとなり土地の所有者等に対し過剰な規制と

なっている懸念があった。よって、その取扱いについて検討を行った

が、市が土壌汚染に関する情報を幅広く収集し公表していくことは、

健康被害及び生活環境被害の防止につながることから、引き続き、指

針外調査も報告を受け、措置管理区域、拡散防止管理区域又は形質変

更時届出管理区域に指定をすることが望ましいと考える。 

ただし、判明した汚染に対して的確な対応がなされるよう、調査対

象地面積を届出において明確にしておく必要がある。また、健康被害

のおそれ又は生活環境被害のおそれがある場合は、区域に指定後、措

置を指示することからも対策を求める範囲が絞り込まれていることが

望ましいため、市が詳細調査を求めることができるようにすべきであ

る。ただし、追加の調査が必要になることによる、土地の所有者等へ

の負担については、十分に配慮する必要がある。 

イ 汚染土壌を直ちに掘削除去する事案への対応 

土壌汚染の判明後、速やかに汚染土壌の除去がなされる場合につい

て、市は、汚染土壌の除去に関しあらかじめ計画書を作成、提出させ、

審査した上で汚染土壌の除去工事の着手を認め、工事完了後に報告を

提出させ、汚染土壌の除去が適切に行われたかを確認している。現状

では、自主調査で汚染が判明した場合の報告により区域が指定され、

解除した件数のうち、３２％は汚染土壌の除去工事が完了してから区

域指定及び区域指定解除の手続きが行われている。そのため、事業者

への負担及び手続きの合理化の観点から、汚染の判明後に一定期間以

内に汚染除去の計画が提出され、かつ、一定期間以内に除去が完了し
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報告を受けるときは、これまでの区域指定制度によらない新たな台帳

の調製、保管による制度を設けて、汚染土壌についての情報管理がで

きることとしても差し支えないものと考える。この場合、汚染土壌の

除去に係る計画書及び完了報告書の手続きについて、現行では根拠が

明文化されていないため、その位置付けを明確にするべきである。 

ウ 土地の所有者等の同意 

法では、自主調査の結果による指定の申請ができる者は土地の所有

者等とされているが、条例では、自主調査の報告義務は、調査を行っ

た者に課されている。条例に基づく自主調査の報告は、汚染による周

囲への健康被害のおそれ及び生活環境被害のおそれを考慮すると、土

地の所有者等の同意に関わらず優先して受け付けるべきである。ただ

し、市は、報告を受けた場合に新たな汚染の判明であれば速やかに公

表し、汚染があった土地として区域指定の手続きを進めることから、

自主調査を行う者は、事前に土地の所有者等と調査に関して十分な意

思疎通を図ることが望ましい。そのため、市は、自主調査を行う者か

ら事前に相談を受けた場合は、基準を超えた物質が判明し、健康被害

及び生活環境被害のおそれの有無によっては、土地の所有者等に不利

益処分を指示することになる等といった制度の周知によりいっそう努

めるべきである。 

（３）その他 

ア 土壌・地下水汚染に係る情報の開示 

市は、土壌・地下水汚染について市民の十分な理解を得ることや、

事業者と周辺の住民が共通の理解を持ち、土壌・地下水汚染対策を円

滑に進めるための信頼関係を構築することができるよう、土壌・地下
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水汚染の情報の提供に努めるべきである。 

土壌・地下水汚染に係る情報について、市は、引き続き市公式ウェ

ブサイトなどを活用し、積極的な情報の開示に努めるとともに、デー

タベースの構築や情報の可視化など、わかりやすく的確に情報を伝え

るための方策を検討するべきである。市民や事業者が求める情報を的

確に捉えて、情報開示の手段を考慮しつつ、広く情報を開示すべきで

ある。この場合、公開に関する市の考え方をあらかじめ基本方針（ポ

リシー）として明らかにしておくことが望ましい。 

イ 措置を行う際の地下水基準 

条例の拡散防止管理区域において指示する汚染の拡散の防止等の措

置について、講ずべき措置の判断基準としての第二地下水基準につい

ては、国における健康リスク評価に応じて見直していくべきであり、

第二地下水基準は、水質汚濁防止法の排水基準相当とすることが望ま

しい。また、排水基準が設定されていない特定有害物質は、地下水基

準の１０倍を目安とすることが適当である。水質に係る基準について

は、一般的に水道水質基準、地下水の水質汚濁に係る環境基準、排水

基準及び地下浸透基準、土壌汚染対策法の地下水基準の順に見直され

る傾向にあることから、見直しの時期については、土壌汚染対策法の

地下水基準が改定される時期を目途にするのが望ましい。 
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見直しの方向性のまとめ 

１ 法改正の趣旨を踏まえた条例による規制のあり方 
事項 課題 見直しの方向性 法との整合 

(1) 

土
壌
汚
染
に
関
す
る
調
査 

汚染のおそれの由来に応じた調査 

 

・条例では、自然由来又は水面埋立て土砂由来の調査は特例調査とな

っており、過去に行われた調査も非常に少ないことから、旧法で定

める特例扱いのままとなっている。          （P.11） 

・法の考え方と同様に、的確に汚染のおそれの由来に応じた調査

ができるよう各調査方法の位置づけを明確にすべきである。 

（P.19） 

○ 

汚染のおそれの区分の分類 

 

・地下浸透防止措置が適切に行われている土地について、汚染のおそ

れの区分の考え方が変更されたが、条例の調査では旧法で定める考

え方のままである。                 （P.11） 

・実態に即した汚染のおそれの区分を認めるようにすべきである。 

 

（P.19） 

○ 

調査対象深度の限定 

 

・土地の形質の変更が契機の調査について、法では調査対象深度の限

定ができるようになったが、条例では、より小規模の土地の形質の

変更が調査の契機であるにも関わらず、調査対象深度の限定ができ

ない。                     （P.11～12） 

・汚染を見逃してしまう懸念があるため、調査対象深度の限定は、

後に調査契機が見込まれる場合など、特定の場合のみにすべき

である。          

（P.19～20） 

△ 

(2) 

区
域
指
定 

汚染除去等の措置内容に関する計画提

出命令の創設等 

 

・条例では、措置が必要な区域において市の指導によって自主的に汚

染拡散防止計画書を作成し、提出されているが、手続きが明確化さ

れていない。                    （P.12） 

・これまでも自主的に計画書の提出などがなされていたことから、

条例で届出の義務規定等を設ける必要はないが、指導の根拠を

定めるべきである。              （P.20～21） 

△ 

措置実施時における目標土壌溶出量等

の設定 

 

・法の要措置区域における措置の内容が一部緩和されたため、条例

の措置管理区域及び拡散防止管理区域における措置の内容と差が

生じている。 

（P.12～13） 

・健康被害の防止を目的とした措置管理区域については、法の要措

置区域と同様に目標濃度を設定できるようにすべきである。生

活環境被害の防止を目的とした拡散防止管理区域においては、

目標濃度の考え方は適当でない。          （P.21） 

△ 

臨海部特例区域の取扱い 

 

・市域の臨海部に工業専用地域等があり、臨海部特例区域の活用がで

きるエリアがあるが、条例においては特例的な取り扱いはできな

い。                        （P.13） 

・法の指定の申請制度を活用することで、同様の取扱は可能となる

ため、条例での区域の設定は必要ないと考えられる。 

（P.21） 
－ 

(3) 指定台帳及び解除台帳 

 

・法の指定台帳への記載事項が増加したため、条例の指定台帳の記載

事項も見直す必要がある。また、法で規定された解除台帳も、条例

では規定がなく、自主的に調製・保管している。  （P.13～14） 

・台帳の記載事項は法に準じて整理し、また、解除台帳は条例にお

いて位置づけを明確にしておくべきである。 

（P.21～22） 

○ 

(4) 汚染土壌の搬出 

 

・法では、これまでの汚染土壌処理施設での処理に加え、汚染土壌を

他の指定区域へ搬出し有効活用できるようになったが、条例では、

区域外への搬出の場合は必ず汚染土壌処理業者へ委託しなければ

ならない。                     （P.14） 

・汚染土壌の処理施設への搬出が抑制されると考えられることか

ら、区域の間での有効活用を認めるべきである。 

 

（P.22） 

○ 

 ○：法と同様 

△：法と一部同様 

－：法と異なる 
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２ 自主調査への対応 

事項 課題 見直しの方向性 

(1) 定められた方法以外で行われた自主調査

（指針外調査）の取扱い 

 

・自主調査は指針に定める方法で行うことが望ましいとされており、

定められた調査方法以外での調査結果報告を受けて、区域指定を行

っている場合がある。その場合、汚染の状況を的確に把握できてい

ない場合があり、汚染区域として過大な範囲を指定している懸念が

ある。 

（P.14～15） 

・引き続き汚染の報告を幅広く受け付け、区域の指定をすることが望ましい。調

査対象範囲を明確化するとともに、健康被害又は生活環境被害のおそれがある

と見込まれる場合に汚染に対する的確な対応がなされるよう、詳細調査を求め

ることができるようにすべきである。ただし、詳細調査は過剰な負担とならな

いよう配慮する必要がある。 

（P.22～23） 

(2)汚染土壌を直ちに掘削除去する事案への対応 

 

・区域の指定を行う前に汚染土壌の除去等が完了している事例でも、

報告があれば全てを区域指定する制度となっている。そのため、指

定の際に汚染土壌の除去の完了が確認されていても、区域は指定さ

れ、すぐに解除の手続きが行われているが、指定されている間は規

制を受けるため、現場の開発行為に少なからず影響を及ぼしている

と考えられる。 

（P.15～16） 

・事業者への負担及び手続きの合理化の観点から、これまでの区域指定制度によ

らない新たな台帳の調製、保管制度を設けて情報管理をすることとしてもよい

が、各手続きについて、根拠を定めておくべきである。 

 

 

 

（P.23～24） 

(3) 土地の所有者等の同意 

 

・自主調査で汚染が判明した時の報告の義務は調査を行った者に課し

ており、土地所有者等の同意を必要としていないため、調査実施者

と土地所有者等との連携が不十分な場合、トラブルを招く懸念があ

る。                        （P.16） 

・汚染による周囲への影響を考慮すると、汚染の報告が優先されるべきである。

ただし、調査実施者と土地所有者等は十分な意思疎通を図ることが望ましいた

め、市は、制度の周知にいっそう努めるべきである。 

（P.24） 

３ その他 

事項 課題 見直しの方向性 

(1) 土壌・地下水汚染に係る情報の開示 

 

・市は、新たに汚染が判明した場合にはすべて公表し、汚染状況をま

とめた一覧などの情報を公開しているが、情報量が増加しているた

め、重複部分があるなど、情報を求める者にとって、必要な情報が

得やすい状況にあるとは言い難い。 

（P.16～17） 

・土壌・地下水汚染に係る情報は、引き続き積極的な開示に努めるべきである。

情報を求める者のニーズに合わせて情報開示の手段を考慮しつつ、広く情報を

開示すべきである。開示に当たって市の考え方を明らかにしておくことが望ま

しい。 

（P.24～25） 

(2) 措置を行う際の地下水基準 

 

・条例では、生活環境被害の防止のための汚染の拡散の防止等の措置

の内容を決める基準として、法には定めのない第二地下水基準を独

自に設定している。各種法令の基準と比較して、第二地下水基準の

見直しの方針は定まっていない。 

 

（P.17～18） 

・第二地下水基準は、水質汚濁防止法の排水基準相当が望ましい。排水基準の設

定がない特定有害物質については、地下水基準の 10 倍を目安に見直すことが

適当である。 

・見直しの時期は、土壌汚染対策法の地下水基準が改定される時期を目途にする

のが望ましい。 

（P.25） 
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土壌及び地下水汚染規制部会委員名簿 

 氏 名 役 職 等 

環
境
審
議
会
委
員 

加藤 博子 愛知県弁護士会 

佐藤 綱洋 名古屋商工会議所 産業振興部長 

杉井 俊夫 

（部会長） 
中部大学工学部都市建設工学科 教授 

専
門
委
員 

伊藤 由起 名古屋市立大学大学院医学研究科 准教授 

祖山 薫 一般社団法人中部経済連合会 防災・環境部長 

大東 憲二 大同大学情報学部 教授 

深田 園子 
一般社団法人土壌環境センター 

テクニカルアドバイザー 

（敬称略、五十音順） 

 

 

参考資料２ 
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審議経過 

日程 審議内容 

 

第 1 回 

令和元年 6月 7日（金） 

・ 部会の進め方について 

・ 主な審議事項と論点について 

・ 見直しの考え方について 

  法改正の趣旨を踏まえた条例による規制のあ

り方 

 

第 2 回 

7 月 25 日（木） 

・ 第 1回部会での主な審議内容について 

・ 見直しの考え方について 

  法改正の趣旨を踏まえた条例による規制のあ

り方 

 

第 3 回 

9 月 11 日（水) 

・ 第 2 回部会での主な審議内容について 

・ 見直しの考え方について 

条例による区域指定制度のあり方 

 

第 4 回 

11 月 28 日（木）
・ 第 3回部会での主な審議内容について 

・ 中間とりまとめ（案）について 

令和 2年 1月 28 日 

～2 月 28 日 

中間とりまとめの公表及び市民意見の募集 

（パブリックコメント） 

 

第 5 回 

令和 2年 6月 12 日（金）

・ 第 4回部会での主な審議内容について 

・ 中間とりまとめに対する市民意見の概要及び部

会の考え方について 

・ 部会報告（案）について 

 

参考資料３ 
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中間とりまとめに対する市民意見の内容及び部会の考え方 

 

【パブリックコメント実施結果】 

１ 概要 

実 施 期 間 令和２年１月２８日（火）～令和２年２月２８日（金） 

提 出 状 況 意見提出者数  ６名    意見数  ３６件 

提 出 方 法 
電子メール： ６名    ファックス： ０名 

郵   送： ０名    持   参： ０名 

 

２ 意見の内訳 

（１）法改正の趣旨を踏まえた条例規制のあり方 

ア 土壌汚染に関する調査  ・・・・・・・・・・・・・ ７件 

イ 区域指定  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８件 
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参考資料４ 

31



 

 

３ お寄せいただいたご意見とこれに対する考え方 

（１）法改正の趣旨を踏まえた条例規制のあり方 

ア 土壌汚染に関する調査 

番号 ご意見の概要 意見に対する考え方 
該当 

ページ 

１ 

自然由来汚染調査は 900m 格子内

の面積なら、たった 2 地点の調査が

基本、水面埋立て土砂由来汚染調査

は 30ｍ格子内の１地点という大雑

把な調査で判定する法の改悪であ

る。この試料採取の方法では、汚染

を見逃す恐れがあるため、この改正

法のままに条例を変更することは容

認できない。 

自然由来汚染調査とは、汚染のおそれ

が自然に由来すると認められる場合の

調査であり、自然由来の汚染のおそれが

認められる地層が連続している調査対

象地全体を評価するものです。 

水面埋立て土砂由来汚染調査とは、公

有水面の埋立て又は干拓の事業により

造成された土地で、汚染のおそれが水面

埋立に用いられた土砂に由来すると認

められる場合の調査であり、汚染のおそ

れが認められる土砂が連続してつなが

っていると推定される調査対象地全体

を評価するものです。 

平成 29 年の法改正では、従来特例調

査であった上記の各調査が、汚染のおそ

れの由来に応じて行うこととなりまし

た。 

条例の調査が行われた後、法の調査契

機が生じた場合等に、条例の調査結果を

活用することができることから、法と条

例の調査方法は同じであることが望ま

しいと考えます。 

P.11 

P.19 

２ 

調査方法が法と条例で異なると、

わかりにくく混乱するので、法に合

わせた取扱いが望ましいと考えま

す。また、自然由来及び埋立由来の

汚染のおそれの有無の判断基準につ

いても、従来通りの法に準じた取扱

いが望ましいと考えます。 

３ 

法では、これまでの事例において

汚染が確認された事例はないことか

ら取り入れる考え方のようだが、事

例が７件中０件というごく少数であ

る。もう少し事例がそろった時点で

再検討すべきである。 

また、汚染のおそれがないと認め

られる土地に分類することにより、

試料採取、分析を不要にすることを

明記すべきである。 

ご意見を踏まえ３（２）ア（ア）「人

為等由来汚染の調査で、水質汚濁防止法

に基づく地下浸透防止措置が適切に行

われている土地について汚染のおそれ

の分類の考え方が変更され、試料採取及

び分析が不要とすることができること

になった。」、４（１）ア「人為等由来の

汚染のおそれにおいて、土壌汚染が発生

しないよう適切に地下浸透防止措置が

取られていた土地については、法と同様

に実態に即した汚染のおそれの区分を

認めるようにすべきである。」と説明を

追記しました。 

P.11 

P.19 
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４ 

実態に即した汚染のおそれの区分

を法の取扱いに合わせて認めること

は適切です。 

明確な根拠に基づいて指定調査機

関が汚染のおそれがないと判断する

ことは、法の調査及び条例の調査ど

ちらであっても当然の対応だと考え

ます。 

  

５ 

法は、特定施設は廃止したが事業

場として継続中の土地で形質の変更

をする場合は深度限定がみとめられ

たが、これでは土地の汚染状態を全

体的に把握できないため、最終的に

は調査を実施した深さ以深の調査を

必要としている。また、未調査部分

まで汚染が移送されてしまうことが

考慮されていないものであり、ガイ

ドラインに未調査部分が存在する場

合について注意書きをしているほど

である。 

目的の異なる市条例で従来通り規

制することは何ら問題がない。 

調査深度の限定をした場合、汚染のお

それの情報が正しく受け継がれないと、

今後調査が実施されず、汚染を見逃して

しまうことが懸念されるため、特定有害

物質等取扱工場等で土地の形質の変更

を行うときの調査については、調査深度

の限定は現に特定有害物質を取り扱っ

ている工場・事業場に限り可能にするな

ど、調査契機を捉えて調査が適切に行わ

れるような制度にすべきと考えます。 

P.11 

P.20 

６ 

法では深度限定が認められている

場合でも条例では認められないとい

う逆転現象が生じる場合もあり、そ

れを避けるために条例の上乗せによ

る調査義務をかける必要が生じ、複

雑でわかりにくい制度にならざるを

得ません。 

また、工場の廃業・解体時の調査

は土地取引が絡む場合がほとんど

で、土地の資産評価が求められる調

査では。深度限定が適用されること

はまずないと考えられます。 

汚染のおそれが明確な場合は、条

例５４条２項の調査命令の活用も考

えられます。 

深度限定調査の容認による汚染の

見逃しによる汚染拡散のリスクは小

さく、法との整合性、制度のわかり
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やすさを重視し、深度限定の調査に

条件を付けるべきではないと思いま

す。 

７ 

市条例では、法３条や県条例 39 条

2 項に該当する調査契機がありませ

ん。地歴調査の実務の経験上、過去

の特定有害物質の取扱いに関する情

報は引き継がれていないことが多い

現状があります。そのため、法・県

条例のような調査契機がないままで

は、調査未実施で正しい情報の継承

もなされず、汚染を見逃してしまう

リスクが増加していくのではないか

と懸念されます。 

また、今回の調査深度の限定のよ

うな調査契機に左右される改正に、

条例の見直しがついていかず、内容

が煩雑になることも予想されます。 

本文記載の通り、法と条例の調査

方法をなるべく同じにすることは調

査結果の活用や費用面のメリットも

大きく、条例のあり方はそのようで

あるべきと考えます。 

  

 

イ 区域指定 

番号 ご意見の概要 意見に対する考え方 
該当 

ページ 

汚染除去等の措置内容に関する計画提出命令の創出 

８ 

汚染除去等計画書及び完了報告書

について、市の指導により自主的に

提出されている状況や現行条例を考

えると、罰則規定の整備は不要であ

る。 

部会として罰則規定について言及

すべきではないと考える。 

現行は汚染除去等計画書及び完了報

告書の提出の位置付けが明確でないた

め、今後は、例えば指針においてその根

拠を明文化した上で、指導を継続すべき

であると考えます。 

P.12 

P.20 

９ 

内容的には賛成であるが、汚染拡

散防止計画書の作成・提出を条例で

規定すべきである。 
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１０ 

条例ではなく指針に根拠を与える

ことが適切ですが、様式を法と共通

のものにし、簡潔でわかりやすくな

るよう、別途手引きを作成するのが

望ましいと思います。 

  

措置の実施時における目標土壌溶出量等の設定 

１１ 

健康被害の防止を目的とした「措

置管理区域」と生活環境被害の防止

を目的とした「拡散防止管理区域」

で措置の内容の逆転（過剰な負担）

が懸念されると考えます。 

法改正を受けて制度が複雑化して

いるため、調査契機は現状通りとし

ながら、区域指定のスキームについ

て内容の整理（拡散防止管理区域の

あり方の見直しなど）など検討が必

要と考えます。 

ご意見を踏まえ、４（１）イ「条例の

措置管理区域で地下水汚染が生じてい

る場合には、法と同様に汚染の除去等の

措置として目標土壌溶出量及び目標地

下水濃度を設定して地下水の水質の測

定を行うことができるようにすべきで

ある。しかし、健康被害を防止する措置

管理区域に対し、生活環境被害を防止す

る拡散防止管理区域では、汚染の拡散を

防止するという考え方である。具体的に

は、区域外に高濃度汚染が拡散しないこ

とを目的としていることから、区域内の

地下水の水質の汚染状況を把握し、確認

し続ける必要がある。そのため、条例の

拡散防止管理区域において地下水の水

質の測定を行う場合、基準以外の目標土

壌溶出量及び目標地下水濃度を設定す

ることは、拡散の防止の観点から適当で

はないと考えられる。」と修正しました。 

P.12 

P.21 

１２ 

措置管理区域については反対、拡

散防止管理区域については賛成であ

る。 

措置管理区域は健康被害の防止を

目的とする以上、事業場敷地内とは

いえ、労働者、出入り業者の健康も

考えるべきであり、土壌溶出量基準

は適合させるべきである。 

拡散防止管理区域は、従来の考え

方を継承すべきである。 

 

１３ 

目標地下水基準と目標土壌溶出量

の考え方は、条例の措置管理区域に

は法と同じ考え方を適用すべきとの

方向性は適切であると思います。 

実質的に飲用水への汚染のおそれ

がなければ措置管理区域に指定すべ

きでないと思います。 

21ページにある区域外に地下水汚

染が拡散しないということは、「区域

内で土壌溶出量及び地下水基準を超

過しないことに他ならない」との表

現は誤解を招きかねませんので修正

をお願いします。 
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現状、法の形質変更時要届出区域

には拡散防止措置の上乗せの規定が

ありますが、要措置区域に対しては

ないため、講ずべき措置内容で逆転

現象が生じる可能性があります。ま

た、条例の措置管理区域に対しても

併せて拡散防止措置を義務付ける必

要があります。レアケースとは思わ

れますが、条例改正時には対応が必

要です。 

臨海部特例区域の取扱い 

１４ 

条例での区域の設定は必要ないと

の考えに賛成である。「申請する利点

があるとは言えない」は理由とは認

められない。あくまでも、法の指定

の申請制度を活用することで可能な

ので必要ないとするだけでよい。 

ご意見を踏まえ「法に基づく指定の申

請の制度を活用することで対応可能と

考えられる。したがって、当面は、条例

での特例区域の設定は必要ないと考え

られる。」と修正しました。 

P.13 

P.21 

１５ 
指定の申請制度の活用で十分との

考え方に賛成です。 

 

ウ 指定台帳及び解除台帳 

番号 ご意見の概要 意見に対する考え方 
該当 

ページ 

１６ 

法に準じて解除台帳を位置づける

ことに賛成である。台帳に地図を追

加すべきである。 

市が自主的に行っている、条例で指定

をした区域における解除台帳の調製及

び保管については、条例に規定し、その

位置付けを明確にしておくべきであり、

条例による指定台帳及び解除台帳に記

載する内容については、法が求める内容

に準じて、記載事項を整理することが適

当であると考えます。 

P.13 

P.21 

１７ 

法に準じて整理との考え方に賛成

です。 
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エ 汚染土壌の搬出 

番号 ご意見の概要 意見に対する考え方 
該当 

ページ 

１８ 

福島では県内の除染で出た放射性

物質汚染土壌の再利用が検討されて

います。しかし、県内からの反発が

強く思うように進んでいません。一

方では、住民の理解が進んでいる所

では再利用が進んでいるのも現状で

す。これはリスクコミュニケーショ

ンが円滑に行われていたことに起因

すると考えられ、土壌汚染対策で発

生した土壌についても、リスクコミ

ュニケーションを円滑に進めながら

再利用の検討を図る必要があるので

はないでしょうか。 

周辺の住民の十分な理解を得ること

で汚染土壌の有効活用が促進できるよ

う、リスクコミュニケーションを進める

べきであると考えます。 

P.16 

P.22 

P.25 

１９ 

区域間の移動については反対であ

る。法改正ですべての汚染土壌に適

用されているような表現であるが、

自然由来等土壌を、汚染状況が同様

で、汚染された土地の地質と同じ区

域に搬出する場合に限定されている

ので、こうした事実を明記すべきで

ある。 

そもそも、汚染土壌の健康被害の

程度は自然由来であろうがなかろう

が変わるものではない。 

法の改正は、リスクに応じた規制

の合理化が先にあり、後から「汚染

土壌を他の指定区域へ搬出し有効活

用できる」という理由を付け足した

としか考えられない。 

ご指摘を踏まえ、３（２）ア（エ）「平

成２９年法改正では、一定の要件を満た

せば例外として他の指定区域への搬出

を認め、適正な管理の下、汚染土壌の有

効活用ができるようになった。」、４（１）

エ「条例においても、法と同様に一定の

要件を満たした場合の他の区域の間で

の有効活用を認めるべきである。」と修

正しました。 

P.14 

P.22 

２０ 
法に準じて整理との考え方に賛成

です。 

 

37



 

 

（２）自主調査への対応 

ア 指針外調査の取扱い 

番号 ご意見の概要 意見に対する考え方 
該当 

ページ 

２１ 

引き続き汚染の報告を幅広く受け

付けることは、土壌汚染を適切に管

理する為にも重要との考え方に賛成

です。 

市が土壌汚染に関する情報を幅広く

収集し公表していくことは、健康被害及

び生活環境被害の防止につながること

から、引き続き、指針外調査も報告を受

け、措置管理区域、拡散防止管理区域又

は形質変更時届出管理区域に指定をす

ることが望ましいと考えます。 

P.14 

P.23 

２２ 

「引き続き汚染の報告を幅広く受

け付け、区域の指定をすることが望

ましい。調査対象範囲を明確化する

とともに、健康被害及び生活環境被

害のおそれがあると見込まれる場合

に汚染に対する的確な対応がなされ

るよう、詳細調査を求めることがで

きるようにすべきである。ただし、

詳細調査は過剰な負担とならないよ

う配慮する必要がある。」の指摘は大

変重要です。このことを合理的効果

的に実現するために、データの蓄積

とデジタル革新技術、AI の活用が必

要であると想います。 

 

イ 汚染土壌を直ちに掘削除去する事案への対応 

番号 ご意見の概要 意見に対する考え方 
該当 

ページ 

２３ 

土地取引において頻繁に行われる

掘削除去に対し、柔軟に対応できる

制度とすることについては、賛成で

ある。「掘削除去の偏重」を少しでも

解消できるよう、リスク管理の考え

方について、より一層の啓発を行う

べきである。 

事業者への負担及び手続きの合理化

の観点から、これまでの区域指定制度に

よらない新たな台帳の調製、保管による

制度を設けて、汚染土壌についての情報

管理ができることとしても差し支えな

いものと考え、また、汚染土壌の除去に

係る計画書及び完了報告書の手続きに

ついて、現行では根拠が明文化されてい

ないため、その位置付けを明確にするべ

きと考えます。 

P.15 

P.23 

２４ 

区域指定の指定解除に代わる要

件・手続きの明確化及び台帳整備を

要望します。 
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ウ 土地の所有者等の同意 

番号 ご意見の概要 意見に対する考え方 
該当 

ページ 

２５ 

土地所有者の同意はあくまで努力

規定で、同意がないから報告できな

いといったことがないように徹底す

る必要があると思います。 

条例に基づく自主調査の報告は、土地

の所有者等の同意に関わらず優先して

受け付けるべきであり、自主調査を行う

者は、事前に土地の所有者等と調査に関

して十分な意思疎通を図ることが望ま

しいと考えます。 

P.16 

P.24 

 

（３）その他 

ア 土壌・地下水汚染に係る情報の開示 

番号 ご意見の概要 意見に対する考え方 
該当 

ページ 

２６ 

国は「Society5.0」と標榜し、課

題解決と未来創造を兼ね備えた新た

な成長モデルを提唱しています。 

本課題に沿えば、土壌地下水に関

係するあらゆるデータの集積を基礎

として AI をフルに活用して良好な

土・水・生活環境を実現することに

あります。 

デジタル革新、AI の技術的進展に

沿った土壌地下水データ、地域デー

タの蓄積を進め土壌汚染に係るデー

タベースを構築し、事業者、市民が

アクセスしやすいように整備される

べきと考えます。 

ご指摘を踏まえ、４（３）ア「土壌・

地下水汚染に係る情報について、市は、

引き続き市公式ウェブサイトなどを活

用し、積極的な情報の開示に努めるとと

もに、データベースの構築や情報の可視

化など、わかりやすく的確に情報を伝え

るための方策を検討するべきである。市

民や事業者が求める情報を的確に捉え

て、情報開示の手段を考慮しつつ、広く

情報を開示すべきである。この場合、公

開に関する市の考え方をあらかじめ基

本方針（ポリシー）として明らかにして

おくことが望ましい。」と追記しました。 

P.16 

P.25 

２７ 

市民感覚と結びつくデータの蓄積

と公表のあり方が重要です。市の

WEB で公表されている情報が市民

感覚と結びつくために、①汚染が市

民の生活感覚的にすぐわかるグラフ

ィック的工夫、②情報のマッピング

の再検討、③市の公表資料が市民に

は分かりにくいため興味を失ってし

まう、ということに対応が必要だと

考えます。 
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２８ 

データの集積について、現実の社

会では、ヒトの健康リスクよりもむ

しろ資産価値のリスクが問題になる

ことが多いようなので、「事業所立地

履歴マップ」を検討してはいかがで

しょうか。 

データの整理は、住宅地図・不動

産登記簿・土壌汚染に係る地域の基

礎的情報（土地利用履歴、過去の地

形図、漏出事故・汚染記録、潜在的

汚染源の位置、地下水水質等の環境

情報などのほか、名古屋市や国の所

管する基礎的情報など）を記載すべ

きです。さらに、地盤の地層構成、

有機物の含有量、地下水情報なども

加えるべきであると思います。 

  

２９ 

膨大な過去から蓄積された開示情

報を再構成することは困難なので、

公開方法を変更する場合は、一定の

期日を境に、異なる開示情報になる

ことを割り切って、その後に開示さ

れる情報について、より使いやすく

わかりやすいものとして積み重ねる

ことで構わないと思います。 

  

 

イ 措置を行う際の地下水基準 

番号 ご意見の概要 意見に対する考え方 
該当 

ページ 

３０ 

地下水基準の 10 倍は適切だと思

います。特に重金属類については土

壌溶出量基準そのものが厳しすぎる

と思いますが、名古屋市が国と異な

る基準値を独自の考え方に基づき定

めることは非現実的であり、国の定

める基準値を基に設定することで良

いと思います。 

条例の拡散防止管理区域において指

示する汚染の拡散の防止等の措置につ

いて、講ずべき措置の判断基準としての

第二地下水基準については、水質汚濁防

止法の排水基準相当とすることが望ま

しい。また、排水基準が設定されていな

い特定有害物質は、地下水基準の１０倍

を目安とすることが適当であると考え

ます。 

P.17 

P.25 
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（４）全般 

番号 ご意見の概要 意見に対する考え方 
該当 

ページ 

３１ 

全世界が S D G s 達成に向けて努

力している今、土壌汚染の規制の在

り方、環境の新たな課題を検討して

いる答申に、その意識・意欲をはっ

きり示すべきだと考えます。 

今回のパブリックコメントの対象外

と考えられますが、市は、S D G s 達成

に向けた取組を先導的に進めていく自

治体である「S D G s 未来都市」に選定

されており、持続可能なまちづくりに向

けて取組を進め、S D G s に関する普及

啓発、理解促進を積極的に進めていくべ

きであると考えます。 

－ 

３２ 

市の指導対象件数は年々増加して

いると考えられる。また、法・条例

の内容は複雑化しているため、これ

まで以上にきめ細やかな指導を行う

ため、指導にあたる人員の確保や保

健福祉センターへの権限移譲を検討

してはどうか。 

ご意見を踏まえ、今後、市において検

討されるものと考えます。 

－ 

３３ 

災害時に備えるため、AI の進展を

背景に土壌地下水データを蓄積し、

土地利用マップ、ハザードマップと

の整合性を図っていくことが重要だ

と思います。 

ご意見を踏まえ、今後、市において検

討されるものと考えます。 

－ 

３４ 

放射能汚染土壌について、環境省

が「再生資材化した除去土壌の安全

な利用に係る基本的考え方につい

て」を示しており、今後、公共事業

を中心に放射能汚染土を、盛土や埋

立に使用せよとの動きが強まると思

われるが、土壌汚染防止の対象に放

射能を追加して、健康被害を将来的

に引き起こさない放射能汚染土壌の

基準を条例独自に設定すべきであ

る。 

今回のパブリックコメントの対象外

となります。市は、放射性物質を含む土

壌について、今後の国等の動向を注視す

べきと考えます。 

－ 
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３５ 

公有水面埋立について、「海洋汚染

等及び海上災害の防止に関する法

律」に基づく埋立場所等に排出しよ

うとする水底土砂に係る判定基準を

用いてはならない。 

この判定基準は、土壌環境基準と

比べて概ね 10 倍緩くなっているた

め、このような土壌で海面埋め立て

を行うと、将来の土地は確実に土壌

環境基準を超える汚染地区が出現す

る。こうした事態を避けるため、土

壌環境基準に適合した土砂を用いた

公有水面埋立とするよう条例で定め

るべきである。 

公有水面の埋立てについて、各種法令

に基づき、適切に実施されるべきと考え

ます。 

－ 

３６ 

リニア工事の発生土について、埋

立等に用いる動きがあるが、跡地利

用から考えて、埋立用材は安全・良

質な残土に限定すべきである。 

リニア工事の発生土はほとんどが

汚染土であるといえる。万が一リニ

ア工事の発生土で埋立を行う場合に

は、埋立事業者としても独自に、安

全な土壌を確認するための詳細な方

法を条例の仕組みで定めるべきであ

る。 

工事の発生土のうち、汚染土壌につい

ては、法や条例における、処理施設への

運搬、処理の委託の義務がない場合であ

っても、健康被害の防止等の観点から、

法や条例に準じて、汚染土壌は適切に処

理されることが望ましいと考えます。 

－ 

 

42



  

0

500

1000

1500

2000

鉛 ふ

っ

素

砒

素

六

価

ク

ロ

ム

水

銀

ほ

う

素

シ

ア

ン

セ

レ

ン

カ

ド

ミ

ウ

ム

土壌及び地下水の汚染に係る施行状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

鉛 砒

素

水

銀

ふ

っ

素

六

価

ク

ロ

ム

ほ

う

素

土壌含有量調査 
※平成 15 年度から令和元年度まで 

0

50

100

150

200

250

300

砒

素

ふ

っ

素

鉛 六

価

ク

ロ

ム

ベ

ン

ゼ

ン

ト

リ

ク

ロ

ロ

エ

チ

レ

ン

水

銀

シ

ス

・

一

・

二

・

ジ

ク

ロ

ロ

エ

チ

レ

ン

ほ

う

素

テ

ト

ラ

ク

ロ

ロ

エ

チ

レ

ン

セ

レ

ン

シ

ア

ン

カ

ド

ミ

ウ

ム

一

・

一

・

ジ

ク

ロ

ロ

エ

チ

レ

ン

Ｐ

Ｃ

Ｂ

一

・

一

・

一

・

ト

リ

ク

ロ

ロ

エ

タ

ン

ク

ロ

ロ

エ

チ

レ

ン

ジ

ク

ロ

ロ

メ

タ

ン

四

塩

化

炭

素

一

・

一

・

二

・

ト

リ

ク

ロ

ロ

エ

タ

ン

一

・

二

・

ジ

ク

ロ

ロ

エ

タ

ン

【調査別有害物質別の汚染判明件数】 
土壌溶出量調査 

※平成 15 年度から令和元年度まで 
【調査別有害物質別の要措置区域等指定件数】 

名古屋市 全国 
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土壌溶出量調査 
※平成 15 年度から 30 年度まで 【調査別有害物質別の汚染判明件数】 【調査別有害物質別の要措置区域等指定件数】 

名古屋市 全国 

土壌含有量調査 
※平成 15 年度から 30 年度まで 

参考資料５ 

※「化合物」「及びその化合物」は省略している。 

※「シス･一･二･ジクロロエチレン」は、令和元年度については 
「一･二･ジクロロエチレン」である。 
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地下水調査 
※平成 15 年度から令和元年度まで 【調査別有害物質別の汚染判明件数】 

名古屋市 

「一･二･ジクロロエチレン」である。 

※「シス･一･二･ジクロロエチレン」は、令和元年度については 
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【調査契機ごとの年度別調査件数】 

調査契機 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 合計 

法３条（調査義務） 7 7 5 5 6 9 10 49 

基準超 3 5 3 2 2 5 1 21 

法４条（形質変更届出） 89 76 60 62 83 78 90 537 

   （調査命令） 0 1 5 3 1 0 7 17 

基準超 0 0 2 1 0 0 3 6 

法５条（調査命令） 0 0 0 0 0 0 0 0 

法 14 条（自主申請） 21 20 14 16 14 15 17 117 

条例 54 条（調査命令） 
1 

（旧 54 条）
0 0 0 0 0 0 1 

基準超 1 0 0 0 0 0 0 1 

条例 55 条（調査義務） 16 13 14 5 9 22 13 92 

基準超 10 6 4 3 3 3 4 33 

条例 57 条の２（自主調査） 27 14 30 23 26 26 18 164 

 

                

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第一種 第二種 第三種 

溶出量 地下水 溶出量 含有量 地下水 溶出量 

法 3 条 7 6 20 4 3 0 

法 4 条 0 0 2 2 0 0 

法 14 条 5 4 50 23 8 0 

旧 54 条 0 0 1 1 1 0 

条例 55 条 6 5 17 4 0 0 

条例 57 条の 2 6 12 122 45 14 1 

自主報告 １ 1 4 1 １ 0 

【土壌調査の根拠件数（累計）】 【調査契機ごとの種類別汚染判明物質の件数】 

※数値は、平成 25 年度から令和元年度まで ※公表ベースの集計。第一種と第二種の汚染が同時に報告される場合もある。 
【土壌汚染対策法に基づく調査結果報告における調査契機の割合の比較】 ※数値は、平成 25 年度から令和元年度まで。 

法3条

36%

法4条

6%

法14条

58%

法3条

33%

法4条

26%

法14条

41%

名古屋市 全国 
※平成 22 年度から 30 年度まで ※平成 22 年度から令和元年度まで 

条例57条の２(自

主調査）; 37%

法14条; 27%

条例55条; 21%

法３条; 11%

法４条（調査命

令）; 4%
条例54条; 0%

調査契機 

特定有害 
物質種類 

※網掛けは、試料採取後の調査結果の報告を伴うもの 
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【法及び条例に基づく区域の指定状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  区 域 種 別 指定中件数 解除件数 合 計 

法 

要措置区域 ４ １５ １９ 

形質変更時要届出区域 

（※拡散防止措置あり） 
１２ ７ １９ 

形質変更時要届出区域 

（※拡散防止措置なし） 
７２ ４８ １２０ 

条例 

措置管理区域 ８ ２０ ２８ 

拡散防止管理区域 １０ ６ １６ 

形質変更時届出管理区域 ６２ ７４ １３６ 

中川 1,2 

千種 0,2 

北 1,3 

昭和 0,2 

瑞穂 0,2 

中村 1,2 

南 7,1 

東 3,0 

  2,0 

熱田 3,0 

守山 1,0 

天白 1,0 

【行政区ごとの区域指定の状況（累計）】 

【凡 例】 

区名 法指定区域,条例指定区域 

法要措置区域及び条例措置管理区域 法形質変更時要届出区域（拡散防止措置あり） 

及び条例拡散防止管理区域 

※令和 2 年 3 月末現在 

中 4,7 

港 30,25 
 

北 2,13 

守山 6,4 

千種 4,9 

天白 6,5 熱田 8,12 

南 7,7 

緑 8,4 

中川 11,11 

  12,12 

中村 8,9 

昭和 5,7 

瑞穂 7,3 

法形質変更時要届出区域（拡散防止措置なし） 

及び条例形質変更時届出管理区域 

東 3,6 
名東 0,3 

瑞穂 0,1 

中 2,3 

港 4,4 
 

北 0,3 
守山 4,4 

千種 0,5 

天白 4,1 
熱田 1,2 

南 2,2 

緑 0,1 

東 0,1 

昭和 1,0 

  1,1 

※既に解除された区域も含む。 
また、複数区にまたがるものは、 
各区にそれぞれ計上している。 

港 0,2 
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【条例に基づく管理区域における土壌汚染の到達深度】 
0
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    ＶＯＣ(溶出量)          
重金属類（溶出量及び含有量）      重金属類（溶出量及び含有量）             

 

                        
 

容易に入

手できる 

手間がかかる 

・汚染地の確認 

・特定施設の有無 

・調査実施の有無 

・問い合わせ窓口 

ウェブサイト掲載情報 

＋ 

・調査に関する詳細な 

  情報 

・届出書・報告書 

ウェブサイト 

閲覧 

開示請求 

・土壌汚染の報告の状況（一覧） 

・台帳の表紙・区域指定図 

・特定施設設置に関する情報 

・汚染なしの情報（所在地） 

ウェブサイト掲載情報 

＋ 

・台帳の調査結果報告、添付書類 

・調査における深度限定の内容 

メディア 

（新聞・テレビ） 
・報道発表資料 ・新たな汚染の報告の状況 

（名古屋市情報公開条例に基づく 

手続きによる） 

【情報公開に関する基本方針（案）】 

情
報
の
得
や
す
さ 

項目 内容 

※下線部は、今後公開を検討していく情報 

【法指定区域における土壌汚染の到達深度】 
手段 

0
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ＶＯＣ（溶出量）

※平成 25 年度から 30 年度まで ※平成 25 年度から令和元年度まで 
件数 

件数 件数 
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【基準一覧】 
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用語説明（括弧内は初出ページ） 

【 埋立地
うめたてち

管理
かんり

区域
くいき

 】（P.6） 

形質変更時要届出区域であって公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成

された土地であり、１．又は２．の要件に該当すると認められるもの 

１．都市計画法第８条第１項第１号に規定する工業専用地域内にある土地 

２．１．に掲げる土地以外の土地であって当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用

状況その他の状況が工業専用地域内にある土地と同等以上に将来にわたり地下水の利

用状況等に係る要件に該当しないと認められるもの。 

 

【 埋立地
うめたてち

特例
とくれい

区域
くいき

 】（P.6） 

形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土地の造成に係

る水面埋立てに用いられた土砂に由来する土地であって、１．及び２．の要件に該当すると

認められるもの。 

１．昭和５２年３月１５日以降に公有水面の埋立て若しくは干拓の事業により造成された土

地（廃棄物が埋め立てられている場所を除く）又は昭和５２年３月１５日より前に公有

水面埋立法による公有水面の埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地

（当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質及びシアン化合物による

汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する土地（廃棄物が埋め立てられ

ている場所を除く。）に限る。）であって、当該土地の汚染状態が第二溶出量基準に適合

するもの。 

２．当該土地の汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地、当該汚染状態が人為等に由

来するおそれがある土地であって、土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地

の区分に分類した土地、又は土壌汚染状況調査を行った結果、汚染状態が人為等に由来

する土地でないと認められる土地。 

 

【 汚染
おせん

除去
じょきょ

等
とう

計画書
けいかくしょ

 】（P.6） 

法の要措置区域に指定された場合に、実施する措置について、施行方法や期間などを示し

て作成し、都道府県知事等に提出するもの。 

 

【 汚染
おせん

土壌
どじょう

処理業
しょりぎょう

 】（P.6） 

都道府県知事等から許可を受けて汚染土壌の処理を行う事業のこと。許可を受けるには、

施設と申請者の能力が基準を満たしていることが必要であり、また、汚染土壌処理業者は、

汚染土壌の処理に当たって処理の基準を遵守する義務がある。 

 

【 環 境
かんきょう

基準
きじゅん

 】（P.25） 

人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として、環

境基本法第１６条第１項により定められた基準。 

参考資料６ 
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【 管理票
かんりひょう

 】（P.6） 

汚染土壌がきちんと運搬され処理されたかどうかを管理するため、土壌汚染対策法では、

汚染土壌を搬出、運搬、処理する際に、管理票を使用することを定めている。管理票は、運

搬するときや処理するときなどに、期限内に関係者に交付し、又は回付する義務などがある。 

 

【 健康
けんこう

リスク 】（P.4） 

化学物質が人の健康に悪い影響を及ぼすおそれのことをいう。土壌汚染による健康リスク

については、土壌の汚染物質の有害性の程度と、汚染物質をどれだけ体内に取り込んだか（摂

取量）という２つの要素から決まるものと考えられており、概念的には次のように表される。 

土壌汚染による健康リスク ＝ 土壌中の汚染物質の有害性 × 土壌中の汚染物質の摂取量 

 

【 自主
じ し ゅ

調査
ちょうさ

 】（P.1） 

土壌汚染対策法、環境保全条例又は土壌汚染対策指導要綱で調査義務や調査命令が課され

ていないにも関わらず、土地所有者等が自らの判断で実施する調査のこと。 

 

【 自然
しぜん

由来
ゆらい

特例
とくれい

区域
くいき

 】（P.6） 

形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来

すると認められるもの（当該土地の土壌の第二種特定有害物質（シアン化合物を除く。）に

よる汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、かつ、第二溶出量基準に適

合するものに限る。）である区域。 

 

【 水道
すいどう

水質
すいしつ

基準
きじゅん

 】（P.18） 

水道法に定める基準であり、人の飲用に適する水を供給する施設である水道における水質

に関する基準。 

 

【 生活
せいかつ

環 境
かんきょう

影 響
えいきょう

調査
ちょうさ

 】（P.6） 

施設を設置する計画段階で、その施設が周辺地域の生活環境に及ぼす影響をあらかじめ調

査し、その結果に基づき、地域ごとの生活環境に配慮したきめ細かな対策を検討した上で施

設の計画を作り上げていこうとするもの。 

 

【 生活
せいかつ

環 境
かんきょう

被害
ひがい

のおそれ 】（P.6） 

土壌汚染による健康リスクはないが、土壌汚染が原因で地下水が汚染されたり、汚染され

た地下水が拡散して周辺の地下水を利用している生活環境に影響を及ぼすおそれのこと。生

活環境リスクとも言う。 
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【 帯
たい

水層
すいそう

 】（P.4） 

地下水が蓄えられている層であり、砂や礫
れき

で構成されているため、地下水が比較的流れや

すい層。 

 

【 地下
ち か

浸透
しんとう

基準
きじゅん

 】（P.25） 

水質汚濁防止法に定める基準であり、特定施設を設置する工場又は事業場から地下に浸透

させる水において、有害物質が検出される水を地下に浸透させてはならないと定められてい

る。この値は、おおよそ環境基準の１０分の１以下に設定されている。 

 

【 地下
ち か

浸透
しんとう

防止
ぼうし

措置
そ ち

 】（P.11） 

水質汚濁防止法において平成２４年６月から加わった考え方であり、有害物質使用特定施

設の設置場所の床面及び周囲において、有害物質の地下への浸透の経路を防ぐため及び施設

の周囲から外への流出を防ぐための措置のこと。 

 

【 特定
とくてい

有害
ゆうがい

物質
ぶっしつ

 】（P.2） 

土壌汚染を構成する物質のうち、人の健康被害を生ずるおそれがあるものとして、土壌汚

染対策法施行令で定められた鉛、砒素、トリクロロエチレン等の２６物質で、土壌汚染対策

法施行規則において「第一種特定有害物質（揮発性有機化合物）」「第二種特定有害物質（重

金属等）」「第三種特定有害物質（農薬等）」の３種類に分類されている。 

 

【 特定
とくてい

有害
ゆうがい

物質
ぶっしつ

等
とう

 】（P.3） 

特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をいう。 

 

【 特定
とくてい

有害
ゆうがい

物質
ぶっしつ

等
とう

取 扱
とりあつかい

工 場
こうじょう

等
とう

 】（P.5） 

特定有害物質等を取り扱い、又は取り扱っていた工場又は事業場のことをいう。 

 

【 土壌
どじょう

汚染
おせん

・地下水
ち か す い

汚染
おせん

 】（P.1） 

土壌汚染対策法で規定する特定有害物質により土壌・地下水が汚染された状態をいい、土

壌溶出量基準、土壌含有量基準又は地下水基準に適合しないものをいう。 

 

【 土壌
どじょう

含 有 量
がんゆうりょう

基準
きじゅん

 】（P.43） 

有害物質を含む土壌を直接摂取するのを防止する観点から、土壌に含まれる第二種特定有

害物質（重金属等）の量を種類ごとに定めた基準。 
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【 土壌
どじょう

溶 出 量
ようしゅつりょう

基準
きじゅん

 】（P.12） 

土壌中の有害物質が地下水に溶出し、当該地下水を飲用することにより、土壌に含まれる

有害物質を体内に取り込むのを防止する観点から、土壌に１０倍量の水を加えて十分に振り

混ぜた場合に溶出してくる特定有害物質の量を種類ごとに定めた基準。 

 

【 土地
と ち

の形質
けいしつ

の変更
へんこう

 】（P.2） 

土地の形状を変更する行為全般を指し、掘削及び盛土などの行為が含まれる。 

 

【 排水
はいすい

基準
きじゅん

 】（P.18） 

水質汚濁防止法に定める基準であり、特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域

に排出する水における、有害物質の汚染状態についての許容限度である。 

 

【 有害
ゆうがい

物質
ぶっしつ

使用
しよう

特定
とくてい

施設
しせつ

 】（P.4） 

水質汚濁防止法及び下水道法に定めれられている特定施設のうち、土壌汚染対策法に定め

る特定有害物質を製造し、使用し、又は処理する施設をいう。 

 

【 臨海部
りんかいぶ

特例
とくれい

区域
くいき

 】（P.6） 

平成２９年法改正により新たに設けられた区域であり、形質変更時要届出区域内の土地の

土壌の特定有害物質による汚染が、専ら自然又は水面埋立てに用いられた土砂に由来し、か

つ、人の健康に係る被害が生ずるおそれがない土地について、土地の形質の変更の施行及び

管理に関する方針を定め、都道府県等の確認を受けた土地。土地の形質の変更の際の届出を、

その都度の事前届出に代えて年１回の事後届出をすればよい区域となる。 
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